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教育目標  「調和のとれた人間性豊かな生徒の育成」 

       （１）確かな学力・・自ら学んでいく生徒を育成する 

       （２）豊かな心・・他者を思いやる生徒を育成する 

       （３）健やかな体・・健康で活力のある生徒を育成する 

 

気配り 心配り 

                           校長 後藤 洋美 

 

紫陽花が咲き始め、新緑から初夏へと季節は移り変わっています。すべての学年が校外

での旅行的行事を終え、計画されていた行程を体験しました。この後は、中間テストがあ

り、これまでの学習の習熟度を確認します。一年生にとっては初めてのテストで、日頃の

授業や自主学習の大切さを考え、各教科の取り組み方を確認するものでもあります。勉強

の仕方はそれぞれ異なりますが、教科の先生や友達に積極的に質問し、自分に合った勉強

法を継続していくことができるようにしましょう。 

さて、５月の旅行的行事では、仲間との集団行動を通して様々な経験から身につけた力

が沢山ありました。学年で一つの目標に向けて取り組む行事は、その学年に、「こうなって

ほしい」という願いがあります。その願いは、長い準備期間の活動の積み重ねでたどりつ

くもので、結果当日の行動が試されます。 

ある学年での出来事です。混雑した乗り物での移動中に、体調が悪くなってしまった生

徒がどの学年でもいましたが、ひとつ紹介します。体調が悪い友達を座らせようと、仲間

が自分から動いて席を確保したのです。しっかり周囲の乗客にも気を配りながら、自分が

座った席に体調の悪い友達を招いて座らせました。班の仲間でその子の荷物を持ってあげ

たり、汗をかいているのであおいであげたりしながら、その子が楽に回復することを考え

た行動でした。目的地に到着する頃には顔色も良くなり、しっかりと歩くことができまし

た。 

校外学習や修学旅行は、学校と違って公共の場に集団で飛び込みます。ひとりではない

ため安心ですが、周囲の一般客からすれば時には厳しい目を向けられます。この大きな行

事を無事に終えるための心得として、他人への迷惑がかからない行動ができることと、一

緒に行動する仲間との協力が不可欠となります。自分のことだけ考えていては、この行事

は目標達成することができません。このエピソードは、一般の方と仲間の両方に対して思

いやりの行動ができたという、行事の目標達成を表していると思います。自分以外の人に

向けた気配りと心配りは、生きていく上でずっと自分を支えます。前原中生のこれからの

成長がとても楽しみです。 

 

 



 

◇  令和８年度における教科書展示会の開催について 

№      会   場       日   時 

１ 船橋市役所 

７階 705 室 

船橋市湊町 2-10-25 

6 月１日（月）から 6月５（金）まで 

午前 9 時から午後 5時まで 

２ 船橋市総合教育センター 

 船橋市総合教育センター内 1 階ロビー 

 船橋市東町 834 

6 月 23 日（火）から 7月 8 日（水）まで 

午前 9 時から午後 4時 30 分まで 

※（日）休 

３ 船橋教科書センター 

 県教育庁葛南教育事務所内 

 船橋市浜町 2-5-1 

6 月 15 日（月）から 7月 2 日（木）まで 

午前 9 時から午後 4時まで 

※（土）（日）休 

◇  令和８年度特別支援教育就学奨励費について 

 

 

 

 

 

 

 

◇  児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口について 

千葉県教育委員会は教職員のわいせつセクハラ問題の根絶に向けて『児童生徒向けわいせ

つセクハラ相談窓口』を開設しています。下記の「相談窓口への入り方」を御確認いただく

とともに、これまでどおり学校に相談することと併せて、御活用ください。 

                   記 

 

 

 

１ 県教育委員会ホームページ「教育委員会のセクハラ相談窓口」ページ内、「児童生徒  

向けわいせつセクハラ相談窓口（ちば電子申請サービス）へ」をクリックする。 

 

 

２ 右ＱＲコードを読み取る。 

 

 

３ 下記ＵＲＬを入力する。 

「 https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2303 」 

相談窓口への入り方(以下のいずれかの方法で入れます) 

 

「特別支援教育就学奨励費」は、特別支援学級等に通う児童生徒や通常学級に通う障

害（療育手帳、身体障害者手帳等を持している）のある児童生徒の保護者に対し、給食

費（中学校）・通学費・学用品費などの必要な経費の一部を援助する制度です。希望され

る方は、学校に用意されている「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書 

兼 同意書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して学校へ提出してください。詳細

は船橋市のホームページをご確認ください。 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/teate/005/p1008696.html 

（問い合わせ：教育委員会 学務課 ０４７－４３６－２８５２） 

https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2303
https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/teate/005/p1008696.html

